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　大学および公的研究機関（以下、「アカデミア」という）の間での研究成果有体物の円滑かつ迅速な移転は、アカデミアで豊かな研究成果を生むために非常に重要な基盤であると考えられている。つとに文部科学省から「研究開発成果としての有体物の取扱いに関するガイドライン」（平成14年7月31日　14振環産第22号）として2002年に指示が出され、アカデミア各機関において体制整備や契約書について検討が進められてきた。

そのような中、2009年9月に開催されたUNITT2009のB2セッション「マテリアルの提供・受理管理と活用」における討議の中で、大学技術移転協議会として無償で提供する研究成果有体物についてアカデミア間MTAの提供依頼書・承認書または契約書を検討して作成し一般に公開することを約束した。その後、有識者による検討やmedU-net(医学系大学産学連携ネットワーク協議会)のMTA-WGの協力も得ながら、大学技術移転協議会の企画運営委員会の中で慎重に議論してきた。このような議論を元に、2010年12月に協議会会員に対して出来上がった検討案へのアンケート調査を実施し、20機関から回答を得ることができた。

　アンケート回答を勘案し修正した検討案を最終案として、この度協議会から公開することとした。

１．公開案

　公開するアカデミア間MTA（簡易版）は２つのタイプとする。

1 アカデミア間研究成果有体物提供依頼書・提供承認書（簡易版A）

2 アカデミア間研究成果有体物提供契約書（簡易版B）

　協議会の推奨は①の書式であるが、②の契約書式しか使わないというアンケート回答があったため、内容が全く同じである２種類の書式を公開することとした。

２．運用の対象

　アカデミア間での研究成果有体物の提供において、簡易な条件で提供可能である案件を対象とする。希少価値、財産的価値、他社との契約条件等の観点から更なる条件が必要な案件に対しては、アカデミア間MTA（簡易版）を使用しない（通常の交渉版のMTAを使用する）。

３．内容

アカデミア間MTA（簡易版）は、凡そ下記の2つの代表的な契約文書の間に位置づけられる。
1 研究試料の移転のための簡易契約書

・・・（AUTM技術移転実践マニュアル（第2版）p763）

2 The Uniform Biological Material Transfer Agreement

　　　　　　　　　　　　・・・（AUTM技術移転実践マニュアル（第2版）p748）

　アカデミア間MTA（簡易版）は①に近いが、日本国内での運用を考慮して下記に述べる幾つかの修正を施している。

３．１　使用目的（依頼書１、契約書3条）

　営利目的およびヒトに「直接」使用しないとしているところについては下記の配慮をしています。

１）営利目的に使用する場合は簡易版ではなく更に必要な条件を付した契約書で対応すべきであること。

２）ヒトに関連する研究においては様々な厳しい審査が必要であるので簡易版では対応できないこと。

を考慮しています。

３）「直接」に限定して使用しないよう求めている点については、逆に間接的な使用については排除しないように配慮しています。

現実的に「間接的」な使用については各大学における共同研究活動においてさまざまなケースが想定され、それぞれの自主的な判断が許容されるよう配慮しています。
３．２　第三者への提供の禁止（依頼書２、契約書4条）

　当該研究成果有体物のほか、改変物等を第三者に提供する場合に承諾を必要としているのは、このMTAの提供者の財産権を尊重すべきだという意見が多く、改変物等も承諾を必要とするとした方がアカデミア間MTA（簡易版）の運用範囲を広げると考えたからである。

３．３　研究成果の取扱（依頼書４、契約書６）

　提供者の知的財産権を尊重するため、知的財産創成に対して報告義務を課している。但し、迅速な手続を促進するため報告の時期について特許出願等から後の時点としており、強い制約はしていない。

３．４　研究終了時の返還（依頼書５、契約書７）

　提供者の財産権を尊重するため、提供された研究成果有体物を使用しなくなった場合には、廃棄するか返還するとした。　

３．５　費用負担（依頼書７、契約書９）

　提供は基本的には無償であり、依頼者は輸送費のみを支払うことを原則としている。しかし、高額な作製費用が追加で必要となる場合、無償で提供することのみに限定すると提供者が提供を断ることになりがちなので、依頼者が最低限の作製費用を負担することに合意すれば提供できるとして、より広い範囲でアカデミア間MTA（簡易版）を運用できるようにした。

４．決裁・押印

　アカデミア間MTA（簡易版）は簡素化した契約手続により研究成果有体物がアカデミア間で円滑かつ迅速に移動し学術的な成果を多く生むことを目指している。決裁のプロセスで時間を浪費することは最も避けたい。そのために必要最低限の決裁・押印とする。

　受領（依頼）機関　　　　（１）機関責任者　・・・　記名・押印

（２）研究責任者　・・・　記名・押印

　　　　　　　　　　　　（３）研究従事者　・・・　記名

提供（承認）機関　　　　（１）機関責任者　・・・　記名・押印

　　　　　　　　　　　　（２）研究担当者　・・・　記名・押印

　また、機関責任者は部局長レベルでなく、事務部門の責任者（例えば事務長）でも決裁ができるような記名欄としている。

５．運用

依頼者と承認者の間で協議等検討する手間を削減することがアカデミア間MTA（簡易版）の最も重要な機能であると考えている。

　特に、簡易版Aは、項目・内容の変更無く運用することを想定している場合に推奨する。　

交渉による修正を受け入れ部分的に条件を変更して運用する場合は、簡易版Bを変更して運用することを推奨する。

また、公開案の運用の結果について協議会は利用者からの情報提供を期待している。協議会に寄せられた問題等の指摘を検討し、必要であれば修正版を1年後に改めて公開することとする。

以上
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